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（契約者に係る情報の利用） 

第４５条 当社は、テレビサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所

又は請求書の送付先等の情報を、当社又は別記７に定める提携事業者の契約の申込み、契約の締結、

工事、料金の適用又は料金の請求その他に関し、当社の契約約款等又は提携事業者の契約約款等の規

定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。 

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、テレビサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託し

ている者に提供する場合を含みます。 

 

 

 

附 則 
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（契約者に係る情報の利用） 

第４５条 当社は、テレビサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所

又は請求書の送付先等の情報を、当社又は別記７に定める提携事業者の契約の申込み、契約の締結、

工事、料金の適用又は料金の請求その他に関し、当社の契約約款等又は提携事業者の契約約款等の規

定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、テレビサービスの提供にあたり取得した個人

情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。 

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、テレビサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託し

ている者に提供する場合を含みます。 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改定約款は、２０２２年４月１日から実施します。 

（特例措置） 

２ 以下の特例措置は、２０２２年４月１日から２０２２年６月３０日まで実施します。 

３ ２の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契

約者には次の特例措置を実施します。 

 (1)新規契約に伴う契約事務手数料、ＳＴＢ設置･設定工事費については無料とします。 


